
大阪第６地方合同庁舎

Ｎｏ．１０
近畿地方整備局

事業評価監視委員会
令和３年度第４回

令 和 ３ 年 １ １ 月
近畿地方整備局

【再評価】

新型コロナウィルス対策に伴う工事等の一時中止によ
るコスト、工期への影響はない。



１．事業概要

■事業目的

【防災 ・ 減災】
・ 大規模地震時の施設利用者の安全・安心を確保する

・ 市内の近畿管区警察局・近畿地方整備局・大阪航空局を集約し、災害応急対策活動拠点施設の整備を行う

【行政ｻｰﾋﾞｽ低下の改善】
・ 統廃合等による人員増や導入されたＯＡ機器による狭あいに起因する施設利用者の不便を解消する

・ 同一官署の執務室や書庫等が複数の建物に分散していることによる施設利用者の不便を解消する

【老朽化に伴う問題の解消】
・ 雨漏り、外壁タイルの剥落、エレベーターの段差や閉じ込め、避難・消火設備等の不具合を解消し、

施設利用者の安全を確保する

■計画概要

建設予定地 大阪府大阪市中央区大手前3丁目

敷 地 面 積 ６，４５３．５４㎡

構 造
鉄筋コンクリート造（一部 鉄骨造）

地上１４階 地下１階

延 べ 面 積 ４５，４９８㎡

施設整備費 約１９４億円（業務費含む）

施 設 引 渡

予 定 日
令和４年９月

１
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２－１．入居予定官署の所在地

２

入居官署分布図

凡例

入居予定官署

（近畿管区警察局・近畿管区行政評価局

大阪法務局・近畿公安調査局・大阪航空局

・近畿地方整備局）

建設予定地

主要公共施設

京阪 中之島駅

大阪市役所

大阪府庁舎

地下鉄 天満橋駅

地下鉄 谷町四丁目駅

地下鉄 四天王寺夕陽丘駅

近畿地方整備局（大阪第３地方合同庁舎）

近畿地方整備局（大阪第１地方合同庁舎）

近畿管区警察局 分庁舎

近畿管区行政評価局・大阪航空局

（大阪第２地方合同庁舎）

大阪航空局・近畿管区行政評価局

（大阪第４地方合同庁舎）

大阪法務局（天王寺法務総合庁舎）

大阪法務局・近畿公安調査局・近畿管区警察局

（大阪第２法務総合庁舎）

大阪第６地方合同庁舎

建設地

近畿地方整備局 中之島庁舎
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３

２－２．入居予定官署の現状

■ 経年により外壁タイルの剥落等が生じている

■ 大阪第2法務総合庁舎及び分庁舎の耐震性能が不足している

■ 大阪第2法務総合庁舎と分庁舎に執務室が分散している

近畿管区警察局分庁舎（１９９３完成） 大阪第２地方合同庁舎（１９６８完成） 大阪第４地方合同庁舎（１９９３完成）

■ 経年により避難設備等に故障が生じている

■ 第2合同庁舎と第4合同庁舎に執務室が分散している

■ 経年により外壁タイルの剥落等が生じている

■ 大阪第2法務総合庁舎の耐震性能が不足している

■ 大阪第2法務総合と天王寺法務総合に書庫が分散している

天王寺法務総合庁舎（１９９０完成）大阪第２法務総合庁舎（１９７７完成）

大阪法務局

大阪第２法務総合庁舎（１９７７完成）

■ 経年により外壁タイルの剥落等が生じている

■ 増加した人員とＯＡ機器による狭あいが進んでいる

■ 大阪第2法務総合庁舎の耐震性能が不足している

近畿公安調査局

近畿管区警察局 近畿管区行政評価局 【老朽⑤】

【老朽④】 【老朽④】

大阪第２法務総合庁舎（１９７７完成）

【老朽④】
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２－２．入居予定官署の現状

大阪第２地方合同庁舎（１９６８完成）大阪第４地方合同庁舎（１９９３完成）

■ 経年により避難設備等に故障が生じている

■ 増加した人員やＯＡ機器による狭あいが進んでいる

■ 第4合同庁舎と第2合同庁舎に執務室が分散している

大阪第１地方合同庁舎（１９５８完成）
大阪第３地方合同庁舎 中之島庁舎

■ 経年により雨漏れ､設備機器等に故障が生じている

■ 増加した人員やＯＡ機器による狭あいが進んでいる

■ 第1合同、第3合同、中之島庁舎に執務室等が分散している

大阪航空局 近畿地方整備局

【狭あい①】

←

執務室の

面積不足

【老朽①】

←

ＥＶの

段差

【老朽②】

←

雨漏りで

天井落下

【老朽③】

←

避難階段
の劣化

【老朽④】

←

外壁ﾀｲﾙ

の剥落

【老朽⑤】

←

外壁仕上

の劣化

施設不具合の事例

（１９７４完成） （１９６２完成）

【狭あい①】

【老朽①②③】

【老朽⑤】
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本体工事

敷地取得協議

予算化に向けた精査

本庁舎整備

埋文調査業務

事業準備・モニタリング

計画等

H29 H30 H31/R1 R2 R3 R4H23 H24 H25 H26 H27 H28

再評価時

年度 H20 H21 H22

３．事業の進捗状況
新規事業採択
時評価

再評価
H25

再評価
H28

再評価
R3

R3年度

再評価

５現況写真（敷地北側より） 完成パース（敷地南西より）
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②事業計画の合理性
同等の性能が得られる代替案の有無を確認し
、事業案と代替案とを経済比較（LCC）して事業
案が最も経済的であることを確認（代替案がな
い場合、事業案が最も合理的とする）

（要件：評点100点）

①事業計画の必要性
現在入居している建物の状況から、事業
の必要性を評価

（要件：評点100点以上）

その他、

…などの項目について評価する。

現在の建物に問題が多いほど
評点が高い（建替えの必要性大）

事業計画

建替
（新営）

③事業計画の効果
Ｂ１（業務を行うための基本機能）と Ｂ２（施策
に基づく付加機能）から、事業の効果を評価

（要件：評点100点以上）

【B1】（基本）

法令・
条例に
適合

適正な規模適切な
執務空間

適切な
敷地の場所・

規模

【B2】（施策）

緑化の推進

自然エネルギー利用

ユニバーサル
デザイン

防災性の確保

地域防災へ貢
献する取組

業務を行うための必要な機能を満たす
見込みであることを確認

事業の特性に合致した施策に基づく機能
が付加される見込みであることを確認

防災機能の不備
解消の必要性

狭あい
解消の必要性

分散 借用返還

老朽
による弊害解消の

必要性

既存部分
の改修

不足分
の増築

代替案A 代替案B

民間ビル
への入居

経済性等を比較し、
現計画の合理性を評価

地域連携

現在入居している建物の状況を項
目別に採点

木材利用推進

地域との
連携

6

４．事業の必要性等の評価
新規事業採択時評価及び再評価は次の視点に基づき評価を実施。

※評価手法は「官庁営繕事業に係る新規事業採択時評価手法（令和2年改定）」による。



７

４－①．事業計画の必要性に関する評価

老朽

狭あい
借用返還
分散
地域連携
立地条件の不良
施設の不備
衛生条件の不良
法令等
合同庁舎計画
特定国有財産整備計画

R３再評価

７４．３
１８．６
０
６．４
０
０
２．７
０
１０
１０
１０

計 １３２

１００点以上であり、要件を満たす。
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※各項目に大きな変更はない。



８

４－②．事業計画の合理性に関する評価

事業案と代替案のコスト比較
○代替案とは、既存庁舎の増築による狭あい解消と、耐震改修による

耐震性能不足の解消を実施するもの

Ⅰ事業案の内訳（百万円） Ⅱ代替案の内訳（百万円）

１．初期費用 （建設費、企画設計費、解体費） 15,613     16,722
２．維持修繕費 （修繕費、保全費、光熱水費） 9,374 11,948
３．土地の占用に係る機会費用 7,131 18,986
４．法人税等 ▲ 2,367            ▲ 2,717

計 29,751 計 44,939

R３再評価

29,751
44,939

Ⅰ事業案の総費用（百万円）

Ⅱ代替案の総費用（百万円）

代替案 ＞ 事業案 の場合１００点を付与

・評価期間：庁舎建設期間及び維持管理期間５０年間
・社会的割引率（４％）を用いて現在価値化を行い費用を算定

※H28年度事業評価監視委員会の評価時点から変化なし

１００点であり、要件を満たす。



用地の取得・借用
災害防止・環境保全
アクセスの確保
都市計画その他の土地
利用に関する計画と整合性
敷地形状等
建築物の規模
敷地の規模
機能性（業務を行うための基本機能に該当する部分）

R３再評価

■業務を行うための基本機能（B1）の評価

９

４－③．事業計画の効果に関する評価

１．１
×１．０
×１．１

×１．０
×１．０
×１．０
×１．０
×１．０
×１００
＝１２１点

※H28年度事業評価監視委員会の評価時点から変化なし

※各項目に大きな変更はない。

１００点以上であり、要件を満たす。

「業務を行うための基本機能（B1）の発揮見込みを評価するための指標」に基づき評価を行う。



◆事業計画の効果（Ｂ１）の発揮見込みを評価するための指標（一部抜粋）

１０

各項目ごとに、事業の現状に最も近い記載内容の欄を選択し、その係数（１．１～０．５）をすべて掛け合わせ、１００倍した数値を

「事業計画の効果の評点」とする。 注）評価点０．７～０．５の記載は省略

４－③．事業計画の効果に関する評価
※H28年度事業評価監視委員会の評価時点から大きな変化なし



分類
評 価
項 目

確保する性能水準 主な計画内容の例

社会性 地域性

施設が立地する地域の歴史、文化及び
風土の特性とともに、地域の活性化等地
域社会への貢献について配慮する

・外壁の色調、構成等について、周辺施設との調和を図る
・大阪府施設と接続し相互の連携を図る

環境保
全 性

環 境 保
全 性

官庁施設の環境保全性基準に基づき、
特定事務庁舎を新築する場合の水準を
満たしている

・熱負荷抑制及び省エネ技術、再生可能エネルギー技術の導入

木 材 利
用 促 進

公共建築物における木材の利用の促進
のための計画に基づき、木造化、内装等
の木質化が図られている

・木質化した内装等の整備、木造による自転車置場の整備

機能性
ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ
ﾃ ﾞ ｻ ﾞ ｲ ﾝ

官庁施設のユニバーサルデザインに関
する基準に基づき、不特定かつ多数の
人が利用する施設については、建築物
移動等円滑化誘導基準を満たしている

・福祉住環境コーディネーター主催のワークショップを、ＵＤ専門の学識経
験者の指導のもと各段階で開催し、ＵＤに対する意見を効果的に施設に反
映する

安全性 防 災 性

官庁施設の総合耐震・対津波計画基準
に基づき、大地震動後、構造体の補修を
することなく建築物を使用できることを目
標とし、人命の安全確保に加えて災害応
急対策活動等のための十分な機能確保
が図られている

・災害後の機能維持向上のため、免震工法による地震時応答加速度低減
等の採用
・業務継続を図るため、電力幹線二重化、災害時における災害対策対応官
署職員数分の飲料及び雑用水の確保等の採用
・集中豪雨を想定した排水計画及び止水板等の採用

■施策に基づく付加機能（Ｂ２ ）の発揮見込み

１１

４－③．事業計画の効果に関する評価
※H28年度事業評価監視委員会の評価時点から変化なし

官庁営繕の施策に基づく付加機能が発揮される見込みである。



５．対応方針（原案）

１２

事 業 継 続

事業の必要性等に関する視点による再評価及び事業の進捗状況から、事業継続が
妥当であると判断できる。

引き続き事業を進捗し、早期の供用を目指す。


